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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザにより入力されるテキスト情報から、体験時間に関する情報を含む体験情報を抽
出する体験抽出部と、
　前記体験抽出部により抽出された１または２以上のユーザの前記体験情報の比較により
、前記体験情報に共通性が認められるユーザ群を抽出するユーザ抽出部と、
　前記ユーザ抽出部により抽出された前記ユーザ群の各々の前記体験時間に関する情報の
関係を示す表示を生成する表示生成部と、
を備え、
　前記ユーザ抽出部は、前記テキスト情報から抽出された前記体験情報を表現の詳細度合
いに応じて変換し、変換された前記体験情報とマッチング可能な前記ユーザ群を抽出する
、
　情報処理装置。
【請求項２】
　前記情報処理装置は、
　前記ユーザ抽出部により抽出された前記ユーザ群に対し、体験共有のための時間または
場所を推薦する体験推薦部をさらに備える、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記体験推薦部は、前記１または２以上のユーザの体験情報に基づいて、ある時間また
は場所での混雑度を判断し、混雑度の判断結果を用いて前記体験共有のための時間または
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場所を推薦する、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記情報処理装置は、
　前記ユーザ抽出部により抽出された前記ユーザ群に含まれる少なくとも一部のユーザに
対し、他のユーザとの体験共有を回避するための時間または場所を推薦する体験推薦部を
さらに備える、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記情報処理装置は、
　センサ情報からユーザの行動パターン情報を抽出する行動抽出部をさらに備え、
　前記ユーザ抽出部は、前記体験抽出部により抽出された１または２以上のユーザの前記
体験情報、および前記行動抽出部により抽出された１または２以上のユーザの前記行動パ
ターン情報を含む情報群における比較により、前記ユーザ群を抽出する、請求項１～４の
いずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記体験情報は、体験種類に関する情報をさらに含み、
　前記ユーザ抽出部は、前記体験種類に関する情報を参照し、第１のユーザの体験として
提供される対象と、第２のユーザの体験として提供を要求する対象に共通性が認められる
場合、前記第１のユーザおよび前記第２のユーザを含むユーザ群を抽出する、請求項１～
５のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記体験情報は、非地理的な体験場面に関する情報をさらに含み、
　前記ユーザ抽出部は、前記体験場面に関する情報を参照し、前記体験場面に共通性が認
められるユーザ群を抽出する、請求項１～６のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　ユーザにより入力されるテキスト情報から、体験時間に関する情報を含む体験情報を抽
出することと、
　１または２以上のユーザについて抽出された前記体験情報の比較により、前記体験情報
に共通性が認められるユーザ群を抽出することと、
　抽出された前記ユーザ群の各々の前記体験時間に関する情報の関係を示す表示を、情報
処理装置によって、生成することと、
　を含み、
　前記ユーザ群の抽出において、前記テキスト情報から抽出された前記体験情報を表現の
詳細度合いに応じて変換し、変換された前記体験情報とマッチング可能な前記ユーザ群を
抽出する、
　情報処理方法。
【請求項９】
　コンピュータを、
　ユーザにより入力されるテキスト情報から、体験時間に関する情報を含む体験情報を抽
出する体験抽出部と、
　前記体験抽出部により抽出された１または２以上のユーザの前記体験情報の比較により
、前記体験情報に共通性が認められるユーザ群を抽出するユーザ抽出部と、
　前記ユーザ抽出部により抽出された前記ユーザ群の各々の前記体験時間に関する情報の
関係を示す表示を生成する表示生成部と、
を備え、
　前記ユーザ抽出部は、前記テキスト情報から抽出された前記体験情報を表現の詳細度合
いに応じて変換し、変換された前記体験情報とマッチング可能な前記ユーザ群を抽出する
、
　情報処理装置、として機能させるための、プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本開示は、情報処理装置、情報処理方法、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近日、ネットワーク環境の発達に伴い、ＳＮＳ（Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ
　Ｓｅｒｖｉｃｅ）や日記形式のＷｅｂサイト（いわゆる、ブログ）が普及している。こ
れにより、多数のユーザの多種多様な体験を示すテキスト情報がインターネット上に投稿
されるようになった。このようなテキスト情報から、各ユーザの過去の体験、現在進行中
の体験、または予定されている体験を知ることが可能である。なお、特許文献１に開示さ
れているように、センサから得られる情報に基づいてユーザの行動パターンを検知するこ
とも可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－００３６５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、他のユーザとの体験の共有を所望するユーザ群は潜在的に存在するが、時間や
場所の不一致により、機会損失が生じること、すなわち体験の共有を実現できないことが
多い。
【０００５】
　そこで、本開示では、ユーザ群による体験の共有を支援することが可能な、新規かつ改
良された情報処理装置、情報処理方法、およびプログラムを提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示によれば、ユーザにより入力されるテキスト情報から、時間または場所に関する
情報を含む体験情報を抽出する体験抽出部と、体験抽出部により抽出された１または２以
上のユーザの前記体験情報の比較により、前記体験情報に共通性が認められるユーザ群を
抽出するユーザ抽出部と、を備える情報処理装置が提供される。
【０００７】
　また、本開示によれば、ユーザにより入力されるテキスト情報から、時間または場所に
関する情報を含む体験情報を抽出することと、１または２以上のユーザについて抽出され
た前記体験情報の比較により、前記体験情報に共通性が認められるユーザ群を抽出するこ
とと、を含む情報処理方法が提供される。
【０００８】
　また、本開示によれば、コンピュータを、ユーザにより入力されるテキスト情報から、
時間または場所に関する情報を含む体験情報を抽出する体験抽出部と、体験抽出部により
抽出された１または２以上のユーザの前記体験情報の比較により、前記体験情報に共通性
が認められるユーザ群を抽出するユーザ抽出部と、を備える情報処理装置、として機能さ
せるためのプログラムが提供される。
【発明の効果】
【０００９】
　以上説明したように本開示によれば、ユーザ群による体験の共有を支援することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本開示の実施形態による情報処理システムの構成を示した説明図である。
【図２】サーバ装置ＳＶの構成を示した機能ブロック図である。
【図３】体験抽出部の詳細な構成を示した説明図である。
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【図４】体験抽出部が実行する具体的な処理の内容について説明するための説明図である
。
【図５】素性テンプレートの構成を示した説明図である。
【図６】体験場所抽出の具体例を示した説明図である。
【図７】体験場面抽出の具体例を示した説明図である。
【図８】体験情報データベースの具体例を示した説明図である。
【図９】本実施形態によるサーバ装置ＳＶの動作を示したフローチャートである。
【図１０】体験場所マップの具体例を示した説明図である。
【図１１】体験時間マップの具体例を示した説明図である。
【図１２】体験種類マップの具体例を示した説明図である。
【図１３】体験場面マップの具体例を示した説明図である。
【図１４】体験時間マッチングの具体例を示した説明図である。
【図１５】体験場所マッチングの具体例を示した説明図である。
【図１６】サーバ装置ＳＶのハードウェア構成を示した説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１２】
　また、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素を
、同一の符号の後に異なるアルファベットを付して区別する場合もある。ただし、実質的
に同一の機能構成を有する複数の構成要素の各々を特に区別する必要がない場合、同一符
号のみを付する。
【００１３】
　また、以下に示す項目順序に従って本開示を説明する。
　　１．情報処理システムの基本構成
　　２．サーバ装置の構成
　　３．サーバ装置の動作
　　４．動作の具体例
　　　　（第１の具体例）
　　　　（第２の具体例）
　　　　（第３の具体例）
　　　　（第４の具体例）
　　　　（第５の具体例）
　　　　（補足）
　　５．ハードウェア構成
　　６．むすび
【００１４】
　　＜１．情報処理システムの基本構成＞
　本開示による技術は、一例として以下において詳細に説明するように、多様な形態で実
施され得る。また、情報処理システムを構成する各実施形態によるサーバ装置（ＳＶ）は
、
Ａ．ユーザにより入力されるテキスト情報から、時間または場所に関する情報を含む体験
情報を抽出する体験抽出部（１３２）と、
Ｂ．体験抽出部により抽出された１または２以上のユーザの前記体験情報の比較により、
前記体験情報に共通性が認められるユーザ群を抽出するユーザ抽出部（１３５）と、
を備える。
【００１５】
　以下では、まず、情報処理装置の一例である本実施形態によるサーバ装置を含む情報処
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理システムの基本構成について図１を参照して説明する。
【００１６】
　図１は、本開示の実施形態による情報処理システムの構成を示した説明図である。図１
に示したように、本開示の実施形態による情報処理システムは、主に、複数の情報端末Ｃ
Ｌと、サーバ装置ＳＶとにより構成される。なお、ここで紹介するシステム構成はあくま
でも一例に過ぎず、現在及び将来において利用可能な様々なシステム構成に対して本実施
形態に係る技術を適用することが可能である。
【００１７】
　情報端末ＣＬは、ユーザが利用する機器の一例である。例えば、情報端末ＣＬとしては
、携帯電話、スマートフォン、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ、パーソナ
ルコンピュータ、タブレット端末、カーナビゲーションシステム、携帯ゲーム機、健康器
具（万歩計（登録商標）などを含む）、医療機器などが想定される。一方、サーバ装置Ｓ
Ｖとしては、例えば、ホームサーバやクラウドコンピューティングシステムなどが想定さ
れる。
【００１８】
　もちろん、本実施形態に係る技術が適用可能なシステム構成は図１の例に限定されない
が、説明の都合上、有線及び／又は無線のネットワークで接続された複数の情報端末ＣＬ
及びサーバ装置ＳＶを念頭に置きつつ説明を進めることにする。従って、情報端末ＣＬと
サーバ装置ＳＶとの間で情報をやり取りすることが可能な構成を想定する。但し、情報処
理システムが有する各種機能のうち、どの機能を情報端末ＣＬが担い、どの機能をサーバ
装置ＳＶが担うように構成するかは自由である。例えば、情報端末ＣＬの演算能力や通信
速度などを考慮して設計されることが望ましい。
【００１９】
　　＜２．サーバ装置の構成＞
　以上、本実施形態による情報処理システムの概略構成を説明した。続いて、図２～図８
を参照し、サーバ装置ＳＶの構成を説明する。
【００２０】
　図２は、サーバ装置ＳＶの構成を示した機能ブロック図である。図２に示したように、
サーバ装置ＳＶは、テキスト情報取得部１３１と、体験抽出部１３２と、体験情報記憶部
１３３と、体験検索部１３４と、ユーザ抽出部１３５と、表示生成部１３６と、体験推薦
部１３７と、を備える。
【００２１】
　（テキスト情報取得部）
　テキスト情報取得部１３１は、ユーザが入力したテキスト情報を取得する。例えば、テ
キスト情報取得部１３１は、ユーザがテキストを入力するための入力デバイスであっても
よいし、ソーシャルネットワークサービスやアプリケーションからテキスト情報を取得す
る情報収集デバイスであってもよい。
【００２２】
　（体験抽出部）
　テキスト情報取得部１３１により取得されたテキスト情報は、体験抽出部１３２に入力
される。このとき、体験抽出部１３２には、テキスト情報と共に、テキスト情報が入力さ
れた際の時刻情報が入力されてもよい。テキスト情報が入力されると、体験抽出部１３２
は、入力されたテキスト情報を解析し、ユーザの体験に関する体験情報をテキスト情報か
ら抽出する。体験情報とは、例えば、体験した事象（体験の種類など）、体験した場所、
体験した時間などを含む情報である。
【００２３】
　ここで、体験抽出部１３２の機能構成について、図３を参照しながら、より詳細に説明
する。図３に示すように、体験抽出部１３２は、主に、種類特徴量抽出部１５１と、体験
種類判別部１５２と、体験種類モデル記憶部１５３とを有する。さらに、体験抽出部１３
２は、場所特徴量抽出部１５４と、体験場所抽出部１５５と、体験場所モデル記憶部１５
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６とを有する。そして、体験抽出部１３２は、時間特徴量抽出部１５７と、体験時間抽出
部１５８と、体験時間モデル記憶部１５９とを有する。
【００２４】
　テキスト情報が体験抽出部１３２に入力されると、そのテキスト情報は、種類特徴量抽
出部１５１、場所特徴量抽出部１５４、及び時間特徴量抽出部１５７に入力される。
【００２５】
　種類特徴量抽出部１５１は、入力されたテキスト情報から体験の種類に関する特徴量（
以下、種類特徴量）を抽出する。種類特徴量抽出部１５１により抽出された種類特徴量は
、体験種類判別部１５２に入力される。体験種類判別部１５２は、体験種類モデル記憶部
１５３に記憶されている学習モデルを利用して、入力された種類特徴量から体験の種類を
判別する。
【００２６】
　また、場所特徴量抽出部１５４は、入力されたテキスト情報から、体験した場所に関す
る特徴量（以下、場所特徴量）を抽出する。場所特徴量抽出部１５４により抽出された場
所特徴量は、体験場所抽出部１５５に入力される。体験場所抽出部１５５は、体験場所モ
デル記憶部１５６に記憶されている学習モデルを利用して、入力された場所特徴量から体
験した場所を判別する。
【００２７】
　また、時間特徴量抽出部１５７は、入力されたテキスト情報から、体験した時間に関す
る特徴量（以下、時間特徴量）を抽出する。時間特徴量抽出部１５７により抽出された時
間特徴量は、体験時間抽出部１５８に入力される。体験時間抽出部１５８は、体験時間モ
デル記憶部１５９に記憶されている学習モデルを利用して、入力された時間特徴量から体
験した時間を判別する。
【００２８】
　ここで、図４を参照しながら、音楽体験を例に体験抽出部１３２が実行する処理の内容
について説明を補足する。図４は、体験抽出部１３２が実行する具体的な処理の内容につ
いて説明するための説明図である。なお、ここでは説明の都合上、音楽体験を例に上げて
説明を進めるが、本実施形態の技術的範囲はこれに限定されない。
【００２９】
　図４に示すように、音楽体験の場合、体験の種類としては、例えば、「音楽を聴く（ｌ
ｉｓｔｅｎ）」「ＴＶ／映画／ＤＶＤなどで音楽映像を見る（ｗａｔｃｈ）」「曲／ＣＤ
を買う（ｂｕｙ）」「ライブやコンサートに参加する（ｌｉｖｅ）」「歌を歌う／演奏す
る／作曲する（ｐｌａｙ）」などが考えられる。体験抽出部１３２は、種類特徴量抽出部
１５１及び体験種類判別部１５２の機能を利用して、これら体験の種類を判別する。
【００３０】
　例えば、体験の種類「ｌｉｓｔｅｎ」を判別する場合、まず、種類特徴量抽出部１５１
は、形態素、ｎ－ｇｒａｍ、極大部分文字列などの手法により体験の種類「ｌｉｓｔｅｎ
」に関する種類特徴量を抽出する。次いで、体験種類判別部１５２は、ＳＶＭやＬｏｇｉ
ｓｔｉｃ　Ｒｅｇｒｅｓｓｉｏｎなどの手法により種類特徴量から体験の種類「ｌｉｓｔ
ｅｎ」に該当するか否かを判別する。体験種類判別部１５２による判別結果は、体験の種
類を表す情報として出力される。同様に、体験の種類「ｗａｔｃｈ」「ｂｕｙ」「ｌｉｖ
ｅ」「ｐｌａｙ」などについても判別結果が得られる。
【００３１】
　また、体験場所の抽出は、場所特徴量抽出部１５４及び体験場所抽出部１５５の機能に
より実現される。まず、場所特徴量抽出部１５４は、入力されたテキスト情報を対象に形
態素解析を実行し、その結果を体験場所抽出部１５５に入力する。次いで、体験場所抽出
部１５５は、形態素解析の結果に基づき、ＣＲＦ（Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｒａｎｄｏ
ｍ　Ｆｉｅｌｄ）などの手法を利用して体験場所を抽出する。例えば、体験場所抽出部１
５５は、図５に示すような素性テンプレートを利用し、図６に示すように体験場所（図６
の例では「京都駅」を抽出）を抽出する。
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【００３２】
　また、体験時間の抽出は、時間特徴量抽出部１５７及び体験時間抽出部１５８の機能に
より実現される。体験時間の抽出は、上述した体験場所の抽出と同様に、形態素解析及び
ＣＲＦなどを利用した系列ラベリングの手法により実現される。体験時間の表現としては
、例えば、「現在」「過去」「未来」「朝」「昼」「夕方」「深夜」など、様々な単位の
表現が利用されうる。なお、体験の種類、体験場所、体験時間の一部又は全部が得られな
い場合もある。
【００３３】
　－補足
　なお、上記では体験抽出部１３２が体験場所として「Ａ駅」のような地理的な場所など
を抽出する例を説明したが、体験抽出部１３２が抽出する体験情報はかかる例に限定され
ない。例えば、体験抽出部１３２は、「電車」、「コンサート」のような、非地理的な体
験場面に関する情報を抽出してもよい。
【００３４】
　図７は、体験場面抽出の具体例を示した説明図である。例えば、体験抽出部１３２は、
ｉｄ「１」に対応付けられているテキスト情報を解析した場合、当該テキスト情報に含ま
れる「ライブ」を体験場面として抽出することも可能である。以下の説明では、体験場面
の他の体験情報を用いた情報処理を説明するが、体験場面に関する情報を用いても同様の
情報処理を実現することも可能である。
【００３５】
　（体験情報記憶部）
　体験情報記憶部１３３は、体験抽出部１３２により抽出された体験情報（体験種類、体
験場所、体験時間）を含む体験情報データベースを記憶する。ここで、図８を参照し、体
験情報データベースの具体例を説明する。
【００３６】
　図８は、体験情報データベースの具体例を示した説明図である。図８に示した例では、
体験情報データベースは、各体験情報を識別するｉｄ、テキスト情報の投稿日時、ユーザ
、体験種類、体験対象、体験時間、体験場所およびテキスト情報を含む。例えば、ｉｄ「
１」には、「Ａ駅のカラオケで曲Ａを合唱したい」というテキスト情報、および当該テキ
スト情報の解析により抽出された体験情報として、体験種類「歌を歌う」、体験対象「曲
Ａ」、体験時間「未来」、体験場所「Ａ駅」が関連付けられている。
【００３７】
　（体験検索部）
　体験検索部１３４は、体験情報記憶部１３３が記憶する体験情報データベースから体験
情報の検索を行う。例えば、体験検索部１３４は、体験ユーザ、体験種類、体験対象、体
験場所、および体験時間の少なくともいずれかの条件が指定されると、指定された条件に
該当する体験情報を検索する。
【００３８】
　（ユーザ抽出部）
　ユーザ抽出部１３５は、体験検索部１３４による検索結果に基づき、体験種類、体験対
象、体験場所、および体験時間の少なくともいずれかが共通する複数エントリに該当する
ユーザ群を抽出する。例えば、ユーザ抽出部１３５は、図８に示した体験情報データベー
スにおいて、体験種類、体験対象、体験時間が共通するｉｄ「１」および「２」のエント
リに該当するユーザＡおよびユーザＢを抽出する。
【００３９】
　（表示生成部）
　表示生成部１３６は、ユーザ抽出部により抽出されたユーザ群の各体験情報の関係を示
す表示を生成する。表示生成部１３６が生成する表示の具体例については、「４．動作の
具体例」において詳細に説明する。
【００４０】
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　（体験推薦部）
　体験推薦部１３７は、ユーザ抽出部により抽出されたユーザ群に対し、体験共有のため
の時間または場所を推薦する。かかる構成により、推薦された時間に特定の場所にユーザ
群が赴く、または、推薦された場所に特定の時間にユーザ群が赴くことにより、ユーザ群
が体験を共有することが可能となる。なお、体験推薦部１３７は、ユーザ群に含まれる各
ユーザの親密度に応じて推薦を行ってもよい。例えば、各ユーザの親密度が高い場合、各
ユーザは、同一の体験を所望する他のユーザと時間や場所を調整することが比較的容易で
あるが、各ユーザの親密度が低い場合、当該調整が困難であると考えられる。そこで、体
験推薦部１３７は、各ユーザの親密度が低い場合に当該推薦を行ってもよい。
【００４１】
　　＜３．サーバ装置の動作＞
　以上、本実施形態によるサーバ装置ＳＶの構成を説明した。続いて、図９を参照し、本
実施形態によるサーバ装置ＳＶの動作を整理する。
【００４２】
　図９は、本実施形態によるサーバ装置ＳＶの動作を示したフローチャートである。図９
に示したように、まず、テキスト情報取得部１３１がテキスト情報を取得すると（Ｓ３１
０）、体験抽出部１３２は、テキスト情報を解析し、ユーザの体験に関する体験情報をテ
キスト情報から抽出する（Ｓ３２０）。そして、体験情報記憶部１３３は、体験抽出部１
３２により抽出された体験情報を含む体験情報データベースを記憶する（Ｓ３３０）。
【００４３】
　その後、体験検索部１３４が体験情報データベースから体験情報の検索を行うと（Ｓ３
４０）、ユーザ抽出部１３５は、体験検索部１３４による検索結果に基づき、体験種類、
体験対象、体験場所、および体験時間の少なくともいずれかが共通する複数エントリに該
当するユーザ群を抽出する（Ｓ３５０）。
【００４４】
　そして、表示生成部１３６は、ユーザ抽出部により抽出されたユーザ群の各体験情報の
関係を示す表示を生成する、すなわち、ユーザ群の関係（体験情報の類似度など）を可視
化する（Ｓ３６０）。また、体験推薦部１３７は、ユーザ抽出部により抽出されたユーザ
群に対し、体験共有のための時間または場所を推薦する（Ｓ３７０）。なお、表示生成部
１３６により生成された表示、および体験推薦部１３７による推薦内容は、ユーザ群に含
まれる各ユーザの情報端末ＣＬに送信されてもよい。
【００４５】
　＜４．動作の具体例＞
　以上、図９を参照して本実施形態によるサーバ装置ＳＶの動作を整理した。続いて、図
１０～図１５を参照し、本実施形態によるサーバ装置ＳＶの動作の具体例を説明する。な
お、以下では、体験情報記憶部１３３が図８に示した体験情報データベースを記憶してい
るものと仮定して説明を進める。
【００４６】
　　　（第１の具体例）
　体験情報データベースのｉｄ「１」には、曲Ａを歌いたいユーザＡの体験情報が関連付
けられており、ｉｄ「２」には、同じ曲Ａを歌いたいユーザＢの体験情報が関連付けられ
ている。このため、ユーザ群抽出部１３５により、体験種類が共通するユーザＡおよびユ
ーザＢがユーザ群として抽出される。
【００４７】
　しかし、ユーザＡの体験場所は「Ａ駅」であるのに対し、ユーザＢの体験場所は「Ｂ駅
」であるので、このままではユーザＡとユーザＢが一緒に曲Ａを合唱することはできない
。このため、表示生成部１３６は、例えば図１０に示すように、ユーザＡとユーザＢの体
験場所の関係を示す体験場所マップを生成する。この体験場所マップをユーザＡおよびユ
ーザＢに提供することにより、ユーザＡおよびユーザＢは、近くに同じ目的を持つ他のユ
ーザが存在することを把握できる。
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【００４８】
　その後、ユーザＡおよびユーザＢは、例えば相互に連絡をとり、体験場所を合意するこ
とにより、曲Ａを歌うという体験を共有することが可能となる。または、体験推薦部１３
７が体験場所（Ａ駅のカラオケ店、Ｂ駅のカラオケ店、または中間地点のカラオケ店など
）を推薦する場合、ユーザＡおよびユーザＢは、推薦された体験場所に赴くことにより体
験を共有することが可能となる。
【００４９】
　ここで、体験推薦部１３７は、時間または場所ごとの混雑度を判断し、混雑度の判断結
果を用いて体験場所を推薦してもよい。例えば、体験推薦部１３７は、体験情報データベ
ースに記憶されている体験情報に基づき、現在Ｂ駅のカラオケ店を利用しているユーザが
多いと判断した場合、Ａ駅のカラオケ店を体験場所として推薦してもよい。かかる構成に
より、ユーザ群による体験共有をより適切に支援することが可能となる。
【００５０】
　　　（第２の具体例）
　体験情報データベースのｉｄ「３」には、Ｃ駅でゲームＢの対戦をしたいユーザＣの体
験情報が関連付けられており、ｉｄ「４」には、同じＣ駅で同じゲームＢの対戦をしたい
ユーザＤの体験情報が関連付けられている。このため、ユーザ群抽出部１３５により、体
験種類が共通するユーザＣおよびユーザＤがユーザ群として抽出される。
【００５１】
　しかし、ユーザＣの体験時間は「現在」であるのに対し、ユーザＤの体験時間は「未来
」であるので、このままではユーザＣとユーザＤがＣ駅でゲームＢを対戦することはでき
ない。このため、表示生成部１３６は、ユーザＣとユーザＤの体験時間の関係を示す体験
時間マップを生成する。この体験時間マップをユーザＣおよびユーザＤに提供することに
より、ユーザＣおよびユーザＤは、同じ目的を持つ他のユーザが存在することを把握でき
る。
【００５２】
　その後、ユーザＣおよびユーザＤは、例えば相互に連絡をとり、体験時間を合意するこ
とにより、Ｃ駅でゲームＢを対戦するという体験を共有することが可能となる。または、
体験推薦部１３７が体験時間（例えば、３月１７日の午後）を推薦する場合、ユーザＣお
よびユーザＤは、推薦された体験時間に赴くことにより体験を共有することが可能となる
。
【００５３】
　ここで、図１１を参照し、体験時間マップの構成例を説明する。図１１は、表示生成部
１３６により体験種別ごとに生成される体験時間マップの構成例を示した説明図である。
図１１に示したように、表示生成部１３６は、各体験時間がマトリックス上に配置された
体験時間マップに、各ユーザの体験時間を集約する。かかる構成により、ユーザが集まり
やすい時間帯、集まりにくい時間帯を可視化できるので、本システムなしでは出会えなか
ったユーザ群に出会いの機会を提供することが可能となる。
【００５４】
　　　　（第３の具体例）
　上記では、体験共有の具体例を説明したが、第３の具体例として、体験共有の回避を支
援する例を説明する。
【００５５】
　体験情報データベースのｉｄ「５」には、場所ＤでジョギングをしたユーザＥの体験情
報が関連付けられており、ｉｄ「６」には、同じ場所ＤでジョギングをしたユーザＦの体
験情報が関連付けられている。ユーザＥは、混雑により快適なジョギングを体験すること
ができなかった。一方、ユーザＦがジョギングをした時間帯には場所Ｄは空いており、ユ
ーザＦは快適なジョギングを体験することができた。
【００５６】
　この場合、表示生成部１３６は、例えば図１１を参照して説明したような体験時間マッ
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プを場所Ｄにおけるジョギングについて生成してもよい。ユーザＥは、生成された体験時
間マップを参照することにより、ランナーの少ない時間帯を把握することができるので、
次回のジョギングから混雑を回避することが可能となる。
【００５７】
　　　　（第４の具体例）
　体験情報データベースのｉｄ「７」には、Ａ駅でジャズを演奏したいユーザＧの体験情
報が関連付けられており、ｉｄ「８」には、Ａ駅でジャズを聞きたいユーザＨの体験情報
が関連付けられている。ここで、ユーザＧとユーザＨの体験種類は異なるが、音楽を演奏
する：音楽を聞く、というニーズとシーズの関係にある。このため、ユーザ群抽出部１３
５は、事前に作成されたシーズとニーズの体験種類ペアに基づくマッチングを行うことに
より、ユーザＧおよびユーザＨを含むユーザ群を抽出する。
【００５８】
　さらに、表示生成部１３６は、例えば図１２に示すような体験種類マップを生成しても
よい。かかる構成により、ユーザＧおよびユーザＨは、シーズとニーズの関係にある他方
のユーザを把握することができるので、ユーザＧの目的およびユーザＨの目的を達成する
ことが可能となる。
【００５９】
　なお、上記ではシーズとニーズのペアの例として、音楽を演奏する：音楽を聞く、とい
うペアを説明したが、シーズとニーズのペアはかかる例に限定されない。例えば、物を買
う：物を売る、というペアや、アルバイト募集：アルバイト応募、というペアなどの多様
なシーズとニーズのペアにも本実施形態を適用可能である。
【００６０】
　　　　（第５の具体例）
　図７を参照して説明したように、体験抽出部１３２は、「電車」、「コンサート」のよ
うな、非地理的な体験場面に関する情報を抽出することもできる。このため、ユーザ抽出
部１３５は、このような体験場面が共通するユーザ群を抽出し、表示生成部１３６は、ユ
ーザ群の抽出結果を可視化する表示を生成してもよい。
【００６１】
　例えば、表示生成部１３６は、図１３に示したように、「家」、「職場」、「外出」と
いう非地理的な項目、さらに、「仕事中」、「寝る前」、「移動中」などのユーザの状態
を示す項目の各々に該当するユーザ群を配置することにより、体験場面マップ（体験シー
ンマップ）を生成してもよい。かかる構成により、場面の類似するユーザの検索／推薦／
マッチングを実現できるので、場面を共有したユーザ同士ならではの共感性の高いコミュ
ニケーション効果を生み出すことが可能となる。
【００６２】
　　　　（補足）
　なお、ユーザのテキスト情報が曖昧であり、テキスト情報から具体的な体験場所や体験
時間を特定することが困難な場合もある。例えば、「今度、誰かと○○体験をしたい」と
いうテキスト情報では、体験時間が曖昧であり、具体的な体験時間を特定することが困難
である。
【００６３】
　そこで、ユーザ抽出部１３５は、テキスト情報から抽出された体験時間を、時間表現の
詳細度合いに応じて具体的な期間に変換し、変換された期間とマッチング可能なユーザ群
を抽出してもよい。例えば、図１４に示したように、ユーザ抽出部１３５は、「今度、誰
かと○○体験をしたい」というテキスト情報から抽出された「今度」という体験時間を、
現在から所定時間後までの期間に変換してもよい。また、ユーザ抽出部１３５は、「明日
２０時頃」という体験時間を、２０時を中心とする所定範囲の期間に変換してもよい。同
様に、ユーザ抽出部１３５は「明日の夜」という体験時間を相応の長さを有する期間に変
換してもよい。
【００６４】
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　かかる構成により、体験時間が曖昧である場合でも、適切なマッチングを実現し、マッ
チング結果／推薦内容をユーザ群に通知することが可能となる。
【００６５】
　また、ユーザ抽出部１３５は、体験場所が曖昧である場合にも同様の処理を行う。より
具体的には、ユーザ抽出部１３５は、例えば図１５に示したように、テキスト情報から抽
出された体験場所を、場所表現の詳細度合いに応じて具体的な範囲に変換し、変換された
範囲とマッチング可能なユーザ群を抽出してもよい。
【００６６】
　　＜５．ハードウェア構成＞
　以上、本開示の実施形態を説明した。上述したサーバ装置ＳＶによる情報処理は、ソフ
トウェアと、以下に説明するサーバ装置ＳＶのハードウェアとの協働により実現される。
【００６７】
　図１６は、サーバ装置ＳＶのハードウェア構成を示した説明図である。図１６に示した
ように、サーバ装置ＳＶは、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ
）２０１と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）２０２と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄ
ｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）２０３と、入力装置２０８と、出力装置２１０と、
ストレージ装置２１１と、ドライブ２１２と、通信装置２１５とを備える。
【００６８】
　ＣＰＵ２０１は、演算処理装置および制御装置として機能し、各種プログラムに従って
サーバ装置ＳＶ内の動作全般を制御する。また、ＣＰＵ２０１は、マイクロプロセッサで
あってもよい。ＲＯＭ２０２は、ＣＰＵ２０１が使用するプログラムや演算パラメータ等
を記憶する。ＲＡＭ２０３は、ＣＰＵ２０１の実行において使用するプログラムや、その
実行において適宜変化するパラメータ等を一時記憶する。これらはＣＰＵバスなどから構
成されるホストバスにより相互に接続されている。
【００６９】
　入力装置２０８は、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、マイクロフォン、ス
イッチおよびレバーなどユーザが情報を入力するための入力手段と、ユーザによる入力に
基づいて入力信号を生成し、ＣＰＵ２０１に出力する入力制御回路などから構成されてい
る。サーバ装置ＳＶのユーザは、該入力装置２０８を操作することにより、サーバ装置Ｓ
Ｖに対して各種のデータを入力したり処理動作を指示したりすることができる。
【００７０】
　出力装置２１０は、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）装置、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎ
ｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）装置およびランプなどの表示装置を
含む。さらに、出力装置２１０は、スピーカおよびヘッドホンなどの音声出力装置を含む
。例えば、表示装置は、撮像された画像や生成された画像などを表示する。一方、音声出
力装置は、音声データ等を音声に変換して出力する。
【００７１】
　ストレージ装置２１１は、本実施形態にかかるサーバ装置ＳＶの記憶部の一例として構
成されたデータ格納用の装置である。ストレージ装置２１１は、記憶媒体、記憶媒体にデ
ータを記録する記録装置、記憶媒体からデータを読み出す読出し装置および記憶媒体に記
録されたデータを削除する削除装置などを含んでもよい。このストレージ装置２１１は、
ＣＰＵ２０１が実行するプログラムや各種データを格納する。
【００７２】
　ドライブ２１２は、記憶媒体用リーダライタであり、サーバ装置ＳＶに内蔵、あるいは
外付けされる。ドライブ２１２は、装着されている磁気ディスク、光ディスク、光磁気デ
ィスク、または半導体メモリ等のリムーバブル記憶媒体２４に記録されている情報を読み
出して、ＲＡＭ２０３に出力する。また、ドライブ２１２は、リムーバブル記憶媒体２４
に情報を書き込むこともできる。
【００７３】
　通信装置２１５は、例えば、ネットワーク１２に接続するための通信デバイス等で構成
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された通信インタフェースである。また、通信装置２１５は、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　
Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）対応通信装置であっても、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅ
ｖｏｌｕｔｉｏｎ）対応通信装置であっても、有線による通信を行うワイヤー通信装置で
あってもよい。
【００７４】
　なお、ネットワーク１２は、ネットワーク１２に接続されている装置から送信される情
報の有線、または無線の伝送路である。例えば、ネットワーク１２は、インターネット、
電話回線網、衛星通信網などの公衆回線網や、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）を含む各種
のＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）などを含んでもよい。また、ネットワーク１２は、ＩＰ－ＶＰＮ（Ｉｎｔ
ｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ－Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）な
どの専用回線網を含んでもよい。
【００７５】
　　＜６．むすび＞
　以上説明したように、本実施形態によるサーバ装置ＳＶは、テキスト情報から抽出され
た複数ユーザの体験情報の比較により、体験情報に共通性が認められるユーザ群を抽出す
る。これにより、支援なしでは出会えなかったであろうユーザ群に出会いの機会を提供す
ることにより、ユーザ群による体験共有を支援することが可能である。
【００７６】
　なお、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
【００７７】
　例えば、上記ではテキスト情報の解析により得られた体験情報に基づいてユーザ群を抽
出する例を説明したが、本技術はかかる例に限定されない。例えば、サーバ装置ＳＶは、
情報端末ＣＬに設けられたセンサから得られるセンサ情報に基づいてユーザの行動パター
ン情報を抽出する行動抽出部をさらに備え、ユーザ抽出部１３５は、体験情報および行動
パターン情報を含む情報群の比較により、ユーザ群を抽出してもよい。情報端末ＣＬに設
けられるセンサとしては、モーションセンサ、および位置センサなどが挙げられる。行動
抽出部は、例えばモーションセンサから得られるセンサ情報に基づいてユーザがジョギン
グ中であるという行動パターン情報を抽出し、位置センサから得られる位置情報を加味し
、ユーザがどこでジョギング中であるかを判断することが可能である。
【００７８】
　また、本明細書のサーバ装置ＳＶの処理における各ステップは、必ずしもフローチャー
トとして記載された順序に沿って時系列に処理する必要はない。例えば、サーバ装置ＳＶ
の処理における各ステップは、フローチャートとして記載した順序と異なる順序で処理さ
れても、並列的に処理されてもよい。
【００７９】
　また、サーバ装置ＳＶに内蔵されるＣＰＵ２０１、ＲＯＭ２０２およびＲＡＭ２０３な
どのハードウェアを、上述したサーバ装置ＳＶの各構成と同等の機能を発揮させるための
コンピュータプログラムも作成可能である。また、該コンピュータプログラムを記憶させ
た記憶媒体も提供される。
【００８０】
　また、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）
　ユーザにより入力されるテキスト情報から、時間または場所に関する情報を含む体験情
報を抽出する体験抽出部と、
　体験抽出部により抽出された１または２以上のユーザの前記体験情報の比較により、前
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記体験情報に共通性が認められるユーザ群を抽出するユーザ抽出部と、
を備える、情報処理装置。
（２）
　前記情報処理装置は、
　前記ユーザ抽出部により抽出された前記ユーザ群の各体験情報の関係を示す表示を生成
する表示生成部をさらに備える、前記（１）に記載の情報処理装置。
（３）
　前記情報処理装置は、
　前記ユーザ抽出部により抽出された前記ユーザ群に対し、体験共有のための時間または
場所を推薦する体験推薦部をさらに備える、前記（１）または（２）に記載の情報処理装
置。
（４）
　前記体験推薦部は、前記１または２以上のユーザの体験情報に基づいて、ある時間また
は場所での混雑度を判断し、混雑度の判断結果を用いて前記体験共有のための時間または
場所を推薦する、前記（３）に記載の情報処理装置。
（５）
　前記情報処理装置は、
　前記ユーザ抽出部により抽出された前記ユーザ群に含まれる少なくとも一部のユーザに
対し、他のユーザとの体験共有を回避するための時間または場所を推薦する体験推薦部を
さらに備える、前記（１）または（２）に記載の情報処理装置。
（６）
　前記情報処理装置は、
　センサ情報からユーザの行動パターン情報を抽出する行動抽出部をさらに備え、
　前記ユーザ抽出部は、前記体験抽出部により抽出された１または２以上のユーザの前記
体験情報、および前記行動抽出部により抽出された１または２以上のユーザの前記行動パ
ターン情報を含む情報群における比較により、前記ユーザ群を抽出する、前記（１）～（
５）のいずれか一項に記載の情報処理装置。
（７）
　前記体験情報は、体験種類に関する情報をさらに含み、
　前記ユーザ抽出部は、前記体験種類に関する情報を参照し、第１のユーザの体験として
提供される対象と、第２のユーザの体験として提供を要求する対象に共通性が認められる
場合、前記第１のユーザおよび前記第２のユーザを含むユーザ群を抽出する、前記（１）
～（６）のいずれか一項に記載の情報処理装置。
（８）
　前記体験情報は、非地理的な体験場面に関する情報をさらに含み、
　前記ユーザ抽出部は、前記体験場面に関する情報を参照し、前記体験場面に共通性が認
められるユーザ群を抽出する、前記（１）～（７）のいずれか一項に記載の情報処理装置
。
（９）
　ユーザにより入力されるテキスト情報から、時間または場所に関する情報を含む体験情
報を抽出することと、
　１または２以上のユーザについて抽出された前記体験情報の比較により、前記体験情報
に共通性が認められるユーザ群を抽出することと、
を含む、情報処理方法。
（１０）
　コンピュータを、
　ユーザにより入力されるテキスト情報から、時間または場所に関する情報を含む体験情
報を抽出する体験抽出部と、
　体験抽出部により抽出された１または２以上のユーザの前記体験情報の比較により、前
記体験情報に共通性が認められるユーザ群を抽出するユーザ抽出部と、
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【符号の説明】
【００８１】
１２　ネットワーク
１３１　テキスト情報取得部
１３２　体験抽出部
１３３　体験情報記憶部
１３４　体験検索部
１３５　ユーザ抽出部
１３５　ユーザ群抽出部
１３６　表示生成部
１３７　体験推薦部
１５１　種類特徴量抽出部
１５２　体験種類判別部
１５３　体験種類モデル記憶部
１５４　場所特徴量抽出部
１５５　体験場所抽出部
１５６　体験場所モデル記憶部
１５７　時間特徴量抽出部
１５８　体験時間抽出部
１５９　体験時間モデル記憶部
 

【図１】 【図２】
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